
広報　常陸大宮　　　　平成１９年６月号１５
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　中山間地域等直接支払交付事業は、耕作放棄地の解消と
発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動を可
能とすることにより、集落の多面的機能の確保を図るた
め、関係者が一致協力して取り組む事業であり、交付金を
受けるには集落協定を締結しなければなりません。
　平成１８年度は、１集落協定が新たに認定されました。
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　農振地域内で１ha以上の１団地以上の農用地
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※集落協定の内容によっては交付金額の８割が交付金
となります。

�����

　通常地域（国　１/２、県　１/４、市　１/４）
　特認地域（国　１/３、県　１/３、市　１/３）
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○交付金は集落の代表者に対して交付します。
○交付される交付金は集落協定で定める内容により使
用できますが、水路、農道の管理、多面的機能を増
進する活動（周辺林地の下草刈等）等共同取組活動
を実施することになります。
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　直接支払交付金の事業期間は、平成１７年度から平成
２１年度までの５年間です。
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２１，０００円勾配が１/２０以上急傾斜

田 ８，０００円勾配が１/１００以上緩傾斜

８，０００円小区画不整形小区画不整形

１１，５００円勾配が１５°以上急傾斜
畑

３，５００円勾配が８°以上緩傾斜
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１６，７００，５４２円２，００８，７５８�８６５人５７集落
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